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第１章 総 則

（略）

第２節 用語の定義

（略）

16 避難判断水位

市町村長の高齢者等避難の発令判断の目安となる水位、住民の

避難判断の参考となる水位をいう。

17 氾濫危険水位

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるお

それがある水位であって市町村長の避難指示の発令判断の目安

となる水位をいう。

（略）

第４章 通 信 連 絡 等

（略）

第３節 気象等の通信連絡

第１ 水防活動用の警報等

水防管理者又は水防に関係ある機関は、常に気象の状況に

注意するとともに、旭川地方気象台、旭川開発建設部及び旭

川建設管理部から発表される次の水防活動用の警報等の処理

に遺漏のないようにしなければならない。

第１章 総 則

第２節 用語の定義

16 避難判断水位

市町村長の避難準備・高齢者等避難開始発表の目安となる水

位、住民の避難判断の参考となる水位をいう。

17 氾濫危険水位

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるお

それがある水位であって市町村長の避難勧告等の発令判断の目

安となる水位をいう。

第４章 通 信 連 絡 等

（略）

第３節 気象等の通信連絡

第１ 水防活動用の警報等

水防管理者又は水防に関係ある機関は、常に気象の状況に

注意するとともに、旭川地方気象台、旭川開発建設部及び旭

川建設管理部から発表される次の水防活動用の警報等の処理

に遺漏のないようにしなければならない。

災害対策基本法の

改正に準じた変更

　　　別紙４
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１ 水防活動に用いられる予報及び警報等の種類及び発表機関

（注） 洪水予報区及び水防警報区は別表１２のとおりである。

１ 水防活動に用いられる予報及び警報等の種類及び発表機関

（注） 洪水予報区及び水防警報区は別表１２のとおりである。

文言の変更

区 分 種 類 発表機関 摘 要

気象予報警報

（気象業務法第１４条の

２第１項）

大雨注意報

大雨警報

洪水注意報

洪水警報

旭川地方気象台

一般向け大雨注意報・警

報・特別警報、洪水注意報・

警報をもって代える

洪水予報

（気象業務法第１４条の

２第２項)（法第１０条第
２項）

注意報

警報 旭川地方気象台

旭川開発建設部

共 同

指定河川について水位又

は流量を示して行う予報。

なお、洪水予報の発表基準

（危険レベル、洪水予報の

種類及び求める行動等）は

下表のとおり

水防警報

（法第１６条）

待機・準備

出動・指示

解除

旭川開発建設部

旭川建設管理部

指定河川区域の水防管理

団体に水防活動を行う必要

があることを警告して発表

水位情報（水位周知河川）

（法第１３条第１項及び

第２項）

避難判断水位

（水位周知河川）
旭川開発建設部

旭川建設管理部

指定河川について水位

（避難判断水位）又は流量

等を示した情報

区 分 種 類 発表機関 摘 要

気象予報警報

（気象業務法第１４条の

２第１項）

大雨注意報

大雨警報

大雨特別警報

洪水注意報

洪水警報

旭川地方気象台

一般向け大雨注意報・警

報，洪水注意報・警報をも

って代える

洪水予報

（気象業務法第１４条の

２第２項)（法第１０条第
２項）

注意報

警報 旭川地方気象台

旭川開発建設部

共 同

指定河川について水位又

は流量を示して行う予報。

なお，洪水予報の発表基準

（危険レベル，洪水予報の

種類及び求める行動等）は

下表のとおり

水防警報

（法第１６条）

待機・準備

出動・指示

解除

旭川開発建設部

旭川建設管理部

指定河川区域の水防管理

団体に水防活動を行う必要

があることを警告して発表

水位情報（水位周知河川）

（法第１３条第１項及び

第２項）

避難判断水位

（水位周知河川）
旭川開発建設部

旭川建設管理部

指定河川について水位

（避難判断水位）又は流量

等を示した情報
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２ 洪水予報の種類、危険度レベル、発表基準等

第２ 水防警報の種類等

（略）

２ 洪水予報の種類、危険度レベル、発表基準等

第２ 水防警報の種類等

（略）

災害対策基本法の

改正に準じた変更

水位危険度

レベル

洪水予報の標題

【洪水予報の種類】

（水位の名称）

発表基準
市・住民に求める行動等

レベル 5 氾濫発生情報

【洪水警報】

【警戒レベル５相

当情報［洪水］】

（氾濫発生）

氾濫が発生したとき

住民は、命を守るための最

善の行動

レベル 4 氾濫危険情報

【洪水警報】

【警戒レベル４相

当情報［洪水］】

（氾濫危険水位）

氾濫危険水位に到達したと

き

避難指示の発令を判断

住民は，危険な場所から全

員避難

レベル 3 氾濫警戒情報

【洪水警報】

【警戒レベル３相

当情報［洪水］】

（避難判断水）

避難判断水位を超え、さら

に上昇するおそれがある

場合、あるいは水位予測に

基づき氾濫危険水位を超

えると見込まれたとき

高齢者等避難（要配慮者避

難情報）発令を判断

高齢者等は、危険な場所か

ら避難

その他住民は，氾濫に関す

る情報に注意

レベル 2 氾濫注意情報

【洪水注意報】

【警戒レベル２相

当情報［洪水］】

（氾濫注意水位）

氾濫注意水位を超え、さら

に上昇するおそれがある

とき

水防団出動

レベル 1 （発表なし） 水防団待機水位 水防団待機

水位危険度

レベル

洪水予報の標題

【洪水予報の種類】

（水位の名称）

発表基準
市・住民に求める行動等

レベル 5 氾濫発生情報

【洪水警報】

【警戒レベル５相

当情報［洪水］】

（氾濫発生）

氾濫が発生したとき

住民は、命を守るための最

善の行動

レベル 4 氾濫危険情報

【洪水警報】

【警戒レベル４相

当情報［洪水］】

（氾濫危険水位）

氾濫危険水位に到達したと

き

避難勧告等の発令を判断

住民は，避難を判断

レベル 3 氾濫警戒情報

【洪水警報】

【警戒レベル３相

当情報［洪水］】

（避難判断水）

避難判断水位を超え、さら

に上昇するおそれがある

場合、あるいは水位予測に

基づき氾濫危険水位を超

えると見込まれたとき

避難準備・高齢者等避難開

始（要配慮者避難情報）発

令を判断

高齢者等は、避難を判断

その他住民は，氾濫に関す

る情報に注意

レベル 2 氾濫注意情報

【洪水注意報】

【警戒レベル２相

当情報［洪水］】

（氾濫注意水位）

氾濫注意水位を超え、さら

に上昇するおそれがある

とき

水防団出動

レベル 1 （発表なし） 水防団待機水位 水防団待機
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第３ 水防活動用気象予報・警報等の伝達

水防活動用の警報等の伝達は、次により行うものとする。

１ 水防活動用気象予報・警報の伝達

第３ 水防活動用気象予報・警報等の伝達

水防活動用の警報等の伝達は、次により行うものとする。

１ 水防活動用気象予報・警報の伝達

システム系統図の

変更
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２ 洪水予報の伝達

（略）

２ 洪水予報の伝達

（略）

システム系統図の

変更
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第５節 決壊通報

堤防等が決壊した場合は、水防管理者及び消防機関の長は、

直ちに次により通報するものとする。

（注） 消防機関の長は、水防管理者が現場に所在せず、緊急に

通報する必要があると判断した時は、上記通報図に準じ通報を行

うものとする。

第５節 決壊通報

堤防等が決壊した場合は、水防管理者及び消防機関の長は、

直ちに次により通報するものとする。

（注） 消防機関の長は、水防管理者が現場に所在せず、緊急に

通報する必要があると判断した時は、上記通報図に準じ通報を行

うものとする。

連絡系統図の変更
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第６節 水防通信連絡及び情報収集

（略）

第２ 気象予報及び警報、雨量・水位情報等の収集

（略）

１ 市町村向け情報提供

（注）貸与されたＩＤ・パスワードにより利用（気象庁ホームページ除く）

第６節 水防通信連絡及び情報収集

（略）

第２ 気象予報及び警報、雨量・水位情報等の収集

（略）

１ 市町村向け情報提供

（注）貸与されたＩＤ・パスワードにより利用

システム及びアド

レスの追加，提供情

報の削除，追加

名 称 ホームページアドレス 提供情報

国土交通省「市町村向け川の

防災情報」

（統一河川情報システム）

https://city.river.go.jp/ 雨量・水位情報、レーダー観測

情報、水防警報、洪水予報等

気象庁「防災気象情報提供シ

ステム」（メール配信機能）

https://bosai.jmainfo.go.jp 気象情報、気象警報/注意報な

どの文字情報のメール配信設

定

気象庁ホームページ「あなた

の街の防災情報

https://www.jma.go.jp/bo

sai/

気象情報、解析雨量、早期注意

情報（警報級の可能性）、気象

警報/注意報、アメダス、レー

ダーナウキャスト（降水・雷・

竜巻）、高解像度降水ナウキャ

スト、大雨・洪水警報の危険度

分布、流域雨量指数の予想値

等

名 称 ホームページアドレス 提供情報

国土交通省「市町村向け川の

防災情報」

（統一河川情報システム）

https://city.river.go.jp/

（携帯電話用有り）

雨量・水位情報、レーダー

観測情報、水防警報、洪水

予報等

気象庁「防災気象情報提供シ

ステム」

https://bosai.jmainfo.go.jp 気象情報、解析雨量、早期

注意情報（警報級の可能

性）、気象警報/注意報、ア

メダス、レーダーナウキャ

スト（降水・雷・竜巻）、高

解像度降水ナウキャスト、

大雨・洪水警報の危険度分

布、流域雨量指数の予想値

等
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２ 一般向け情報提供

（略）

２ 一般向け情報提供

（略）

アドレスの削除

アドレスの変更

名 称 ホームページアドレス 提供情報

国土交通省

「川の防災情報」

https://www.river.go.jp/ 雨量・水位情報、レーダー観測

情報、水防警報、洪水予報等

北海道防災情報

（防災情報システム）

http://www.bousai-hokka

ido.jp/

気象情報、避難情報、道路情報

、河川情報等

旭川地方気象台ホームページ https://www.data.jma.go.

jp/asahikawa/index.html

気象情報、解析雨量、早期注意

情報（警報級の可能性）、気象

警報/注意報、アメダス、レー

ダーナウキャスト（降水・雷・

竜巻）、高解像度降水ナウキャ

スト、大雨・洪水警報の危険度

分布、流域雨量指数の予想値

等

気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/jm

a/index.html

気象情報、解析雨量、早期注意

情報（警報級の可能性）、気象

警報/注意報、アメダス、レー

ダーナウキャスト（降水・雷・

竜巻）、高解像度降水ナウキャ

スト、大雨・洪水警報の危険度

分布 等

名 称 ホームページアドレス 提供情報

国土交通省

「川の防災情報」

https://www.river.go.jp/

http://i.river.go.jp/（携帯

電話用）

雨量・水位情報、レーダー観

測情報、水防警報、洪水予報

等

北海道防災情報

（防災情報システム）

http://www.bousai-hokka

ido.jp/

気象情報、避難情報、道路情

報、河川情報等

旭川地方気象台ホームページ https://www.jma-net.go.j

p/asahikawa/

気象情報、解析雨量、早期注

意情報（警報級の可能性）、気

象警報/注意報、アメダス、レ

ーダーナウキャスト（降水・

雷・竜巻）、高解像度降水ナウ

キャスト、大雨・洪水警報の

危険度分布、流域雨量指数の

予想値 等

気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/jm

a/index.html

気象情報、解析雨量、早期注

意情報（警報級の可能性）、気

象警報/注意報、アメダス、レ

ーダーナウキャスト（降水・

雷・竜巻）、高解像度降水ナウ

キャスト、大雨・洪水警報の

危険度分布 等
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第９章

浸水想定区域内における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止のた

めの措置

（略）

第２ 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関す

る計画等の作成

法第１５条第１項の規定により旭川市地域防災計画に名称及

び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者（以

下「要配慮者利用施設の所有者等」という。）は、関係機関の協

力を得て、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利

用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、

訓練を行わなければならない。なお、市長は、要配慮者利用施設

の所有者等が同計画を作成していない場合において、当該要配慮

者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所

有者等に対し、必要な指示をすることができる。また、市長は同

指示を受けた当該要配慮者利用施設の所有者等が、正当な理由が

なく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することが

できる。

要配慮者利用施設の所有者等は、当該要配慮者利用施設の利用

者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織

を置くよう努めるものとする。

また、市は要配慮者利用施設の所有者等及び自衛水防組織の構

成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。

第９章

浸水想定区域内における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止の

ための措置

（略）

第２ 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関す

る計画等の作成

法第１５条第１項の規定により旭川市地域防災計画に名称及

び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者（以

下「要配慮者利用施設の所有者等」という。）は、関係機関の協

力を得て、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利

用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、

訓練を行わなければならない。なお、市長は、要配慮者利用施設

の所有者等が同計画を作成していない場合において、当該用配慮

者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所

有者等に対し、必要な指示をすることができる。また、市長は同

指示を受けた当該要配慮者利用施設の所有者等が、正当な理由が

なく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することが

できる。

要配慮者利用施設の所有者等は、当該要配慮者利用施設の利用

者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織

を置くよう努めるものとする。

また、市は要配慮者利用施設の所有者等及び自衛水防組織の構

成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。

文言の変更
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第３ 大規模工場等における浸水防止のための措置に関する計画等

の作成

法第１５条第１項の規定により旭川市地域防災計画に名称及

び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、当

該大規模工場等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の

措置に関する計画を作成するとともに、洪水時の浸水防止のた

めの訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう努めるもの

とする。

また、市は大規模工場等の所有者又は管理者及び自衛水防組

織の構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。

（略）
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文言の変更


